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午前１０時００分 開会

○議長（小林悟） おはようございます。傍聴者の皆様、朝早くからご苦労様でございま

す。

ただいま出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これから本日の

会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。

【日程第１ 一般質問】

○議長（小林悟） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問については、１回目の質問は一括質問・一括答弁方式で行いますが、再質問

からは項目ごとに一問一答方式により行います。

なお、時間は答弁を含め60分とし、質問の最初は質問席において、再質問からは自席

においてお願いします。

本日の発言の順序は、３番藤原仁美議員、８番藤原典男議員、10番鈴木司議員、

16番伊勢潤議員の順に行います。

３番藤原仁美議員の発言を許します。３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） おはようございます。３番藤原仁美です。

傍聴、大変お疲れさまでございます。ありがとうございます。

市長におかれましては、２期目の市政のかじ取りを託され、ますます本市の魅力を発

信されることを、市民同様、私も大いに期待しております。

通告に従い、大きく三つの質問をさせていただきます。

持続可能な潟上の創造についてです。

鈴木市政２期目が始動し、今年度策定する計画についての報告がありました。

第３次潟上市総合計画では、社会情勢の変化が著しいことに対応しつつ、市民と行政

が情報を共有して協働・連携しながら持続可能なまちづくりを進めることが趣旨とされ

ていますが、この計画で市が目指す将来像はどのようなものでしょうか。

昨年８月実施された市民アンケートの結果をどのように評価しているか、市民から寄

せられた意見を反映させるなど検討されているものか伺います。

アンケートから、市民は暮らしやすさを求める一方で、住民参画への意識があまり高

くないように読み取れました。自由記述では率直な意見が多数挙げられ、まちづくりへ

の関心が伝わってきますが、残念ながら自ら参画してまちを創っていこうという意識ま
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では持てていないことがわかります。

行政と市民が互いに考える力を発揮し、地域力を向上させ、支える力を持つことで、

持続可能なまちへ向かうはずですが、地域力を上げるためには市民の参画意識が必要と

なります。地域住民で構成される自治会については、最も身近な市民参画の機会である

と考えますが、高齢化により役員の成り手が不足していることで弱体化が進み、コミュ

ニティ活動が困難になっている地域もあります。市民が自治会をはじめ、まちづくりに

積極的に参画する意識を持てるように、市としてどのように働きかけるのか、自治会と

の関係性をどのように捉えているのか、考えを伺います。

自治会のほかにも地域で活動する様々な団体が役員の成り手不足に困っています。市

民活動の維持のためにも、地域コミュニティの育成には更なる支援を期待します。

市民の参画意識向上のためには、市民からの情報提供の仕組みも必要だと思いますが、

どう考えますか。仙北市では市の公式ＬＩＮＥのリンク先「みんまど」から入力フォー

ムにつながり、道路情報や施設維持、危険箇所など市民が気づいた情報を寄せられる仕

組みを取り入れています。また、由利本荘市では、公式ＬＩＮＥの市民レポートから未

回収のごみや道路の破損、小動物の死骸を見つけたときの通報も入力できます。

ＬＩＮＥは今や多世代が利用する身近なツールです。本市の公式ＬＩＮＥにも是非取

り入れて、市民の参画意識向上につなげる考えはないでしょうか。

様々な課題を考え、行政と市民が協働で創る持続可能なまちづくりを進めるためには、

市民が参画したいと思える計画の策定を期待し、市の目指す将来像について見解を伺い

ます。

１、市民アンケートの結果についての評価と市民からの意見を反映させる計画の検討

は。

２、市と自治会の関係性については。

３、公式ＬＩＮＥで市民からの情報提供を受ける考えは。

４、持続可能な潟上のため、目指す将来像については。

見解をお聞かせください。

次に、大きく二つ目、第５次潟上市男女共同参画推進計画についてです。

県が打ち出した「あきたとも家事」宣言について、今月号の広報かたがみで紹介され

ています。「あきたとも家事」宣言では、目指すことには、１、女性に偏りがちな家事

や育児の分担を見直し、誰もがワーク・ライフ・バランスを実現。２、男性が家事や育
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児に参画することが当たり前の社会。３、長時問労働の削減、有給休暇の取得率向上。

４、男性の育児休業取得率の向上、と挙げられており、根強く残る固定的な役割分担意

識による偏りを払拭するための取組です。

近頃の若者家庭では既に当たり前になっていますが、職場や周囲の理解が進まないこ

とが課題です。「とも家事」を広げるための推進体制はどのように考えていますか。

地域でサロン活動を実施している女性たちに家事・育児チェックシートを試してもら

いました。皆さんシニア世代だったこともあり、項目のほとんどが妻の得点で、それが

当たり前に過ごしてきたことが話題になり、何ら疑問にも思わない人が多かったのは、

世代によって男女共同参画の意識が大きく違うことの表れです。男性、女性に関わらず、

一人一人が個性と能力を発揮できる社会を目指すためには、長らく伝えられ刷り込まれ

た意識を変えていくための学びが必要です。

「とも家事」を進めるためには、シニア世代の理解も重要だと考えます。第５次男女

共同参画推進計画では、若者の生き方を応援できるよう、周囲の意識改革につながる学

びの機会を作り、企業や地域住民の「とも家事」を進めるとともに、働きたい、キャリ

アを重ねたいという女性の後押しになるよう、計画の策定を期待します。

また、他市に先んじて条例を制定している本市だからこそ一歩先に進むために、女性

の視点や意見が様々な場面で反映されるように、男女比について検討する考えはないで

しょうか。男性の理解はもとより、女性自身の意識改革も必要であることは常に感じて

おり、性別にかかわりなく誰もが生きやすい社会であるために、しっかりと応援できる

計画の策定について、市の見解を求めます。

最後に項目三つ目、こどもまんなか社会についてです。

県の広報誌では、秋田県こども計画を大きく取り上げ、「こどもまんなか社会」の実

現を目指していこうという意気込みが感じられます。県こども計画のポイントには、子

どもの人権や、子ども・若者や子育て世代が意見を言える機会を作ることが挙げられて

いますが、本市が目指す「こどもまんなか社会」は、どのように考えられているので

しょうか。

今年３月に第３期子ども・子育て支援事業計画が策定され「子どもと子育て家庭を地

域社会全体で支援していくまちづくり」を基本理念とし、こども家庭センター「かた

るん」を中心に切れ目ないサポートを打ち出していますが、今年度策定する市のこども

計画とどのようにリンクさせるのか、子どもの貧困対策整備計画などを一体化すること
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で、ゼロ歳から18歳まで切れ目なく支えられるようになるのか、果たして「こどもまん

なか社会」はどのような形を指すのか、市の考えを伺います。

現在、本市では、子ども・子育て支援は福祉分野で、妊娠・出産・子育てを切れ目な

くと伝える一方、子育て家庭を地域で支えるための家庭教育支援は教育分野にあります。

地域で育つ子どもたちが平等に支えられ、平等に体験の機会を得ることができ、自ら選

択して生きられる環境を創ることが重要であり、そのための投資は惜しむべきではない

と考えます。

県の取組にある健やかに成長できる環境づくりの一つに、公園施設や児童館施設もあ

るはずですが、残念ながら本市の子どもたちにとって平等に整備されているとは思えな

い状況です。統合により閉校になった東湖小学校グラウンドの遊具は取り外され、立ち

入り禁止のテープが巻かれています。以前の質問で、天王小学校区には児童館施設も無

く、子どもの居場所となる場所はとの質問に「かたりあん」があるとの答弁でしたが、

「かたりあん」では、中高生が学習する様子や友だちとゲームに興じる小学生の姿は見

られますが、館内で体を動かして遊ぶには無理があり、外は車が通り危険です。定期的

に発信される児童館イベントの情報も、児童館から距離のある子どもや地域に児童館の

無い子どもにとっては寂しい情報です。本市で育つ子どもたちにとって、遊ぶ場所一つ

とっても公平ではないのが現状です。先に挙げた市民アンケートの意見から、子どもの

遊び場についての意見が幾つかありましたが、子育て世代にとっても、今を生きる子ど

もにとっても切実な問題です。思い切って全天候型の屋内で遊べる施設を設ける考えは

ないでしょうか。市内外の子どもが天候を気にせず遊べる施設があれば、同行する保護

者も集い、交流が生まれるはずです。地域で支援に当たる人材も集うことで家庭教育支

援につながる場所になり、子どもを真ん中に多様なつながりができれば、理想的な地域

社会が創れるはずです。

さて、改めて県のこども計画にある「こどもの人権」について考えます。

本市ではこどもの人権について、学習はどのように取り組まれていますか。子ども・

若者の権利等の普及啓発に、県民への意識醸成が挙げられていますが、子ども自身が人

権について学び知ることが重要なはずです。そして、人権の学習とともに幼い頃から性

の教育も取り組まれるべきです。子どもをあらゆる犯罪から守るために、また、犯罪に

関わることのないように、男性、女性の性差を理解し、互いを尊重し合える教育につい

て、どのように進めていくのか考えを伺います。
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子どもを真ん中に据え、社会全体で支え、生き方を選択できるこどもを育てるために、

切れ目のない支援はどのように取り組むのか、市の見解を求めます。

以上、壇上からの質問を終わります。当局の誠意ある答弁をお願いいたします。

○議長（小林悟） 当局より答弁を求めます。古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ３番藤原仁美議員の一般質問の一つ目「持続可能な潟上の創造」

についてお答えいたします。

ご質問の１点目の「市民アンケートの結果についての評価と市民からの意見を反映さ

せる計画の検討について」と、４点目の「持続可能な潟上のため、目指す将来像につい

て」は、関連がございますので併せてお答えいたします。

現行の第２次潟上市総合計画が令和７年度をもって計画期間の終期を迎えるため、現

在、令和８年度を始期とする第３次潟上市総合計画（仮称）の策定作業を進めておりま

す。

この計画においては、長期的視点として、おおむね10年後の市の将来像を設定する方

針としており、昨年７月に実施した潟上市市民意識調査の分析結果から見える市民の意

識や要望、ニーズ等を踏まえ、総合計画を所掌する審議会等の意見を伺いながら、この

後、目指すべき将来像の具体化と各種施策の立案を進めてまいります。

また、この度の市民意識調査については、本市のこれまでの取組を市民の皆様から評

価していただき、その結果を各種計画、その他様々な施策の立案・推進の基礎資料とす

るために実施しており、お寄せいただいた回答を集計・分析し、調査結果報告書として

市のホームページで公表してございます。

この調査結果において、住民参加の分野では、満足度評価、それから、重要度の評価

が共にやや低い結果として表れており、改善を要する分野であると認識してございます。

第３次潟上市総合計画（仮称）の策定に当たっては、市民意識調査のほか、市内中学

生、それから、各種団体に対するアンケート調査を既に実施しております。これらに加

え、今後は審議会等からの意見聴取やパブリック・コメントの実施も予定してございま

す。

引き続き、潟上市自治基本条例の下、多様な市民参画の機会を確保しながら、市民と

分かち合える計画づくりに努めてまいります。

次に、ご質問の３点目、「公式ＬＩＮＥで市民からの情報提供を受ける考えは」につ

いてお答えいたします。
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潟上市の公式ＬＩＮＥは、令和元年８月１日にサービスを開始し、現在は登録者

2,200人に対し、イベントや災害等の情報を発信してございます。

議員ご指摘のとおり、今やスマートフォンの普及率は９割を超え、ＬＩＮＥを含むＳ

ＮＳが市民の身近なツールであることは認識しており、ＬＩＮＥ通報システムの導入に

より、正確な場所の特定や状況確認が可能になることや、危険箇所の早期発見や早期対

応が図られることが想定されますことから、有用であると考えてございます。

しかしながら、導入に伴う費用面や、増加が予想される通報への対応体制の整備等の

課題もございますので、まずは導入を行っている他自治体の調査を行ってまいります。

私からは以上です。

○議長（小林悟） 菅生市民生活部長。

○市民生活部長（菅生司） 次に、ご質問の２点目「市と自治会の関係性」についてお答

えいたします。

市と自治会は、地域住民の生活向上や地域発展のためのパートナーであります。自治

会は地域の連帯感を高め、住みよい地域を創っていくための最も身近な住民組織の一つ

で、市は、まちづくりを推進する上で自治会の果たす役割の重要性を認識し、その活動

を支援しています。

本市の自治基本条例は、参画と協働によるまちづくりの推進を掲げ、市民がまちづく

りの担い手として積極的に市政に参加するとともに、市民と市の機関がそれぞれの役割

と責任を適切に分かち合い、互いに協力してまちづくりを進めることとしております。

また、第10条には、自治会等のコミュニティは、市及びその他の組織と協働して、安心

して暮らすことができる地域づくりに努めると定義しております。

引き続き、自治基本条例の周知を図っていくとともに、地域づくりの対等なパート

ナーとして自治会活動の支援に努めてまいります。

以上でございます。

○議長（小林悟） 古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ３番藤原仁美議員の一般質問の二つ目「第５次潟上市男女共同参

画推進計画」についてお答えいたします。

ご質問の１点目「「とも家事」を広げるための推進体制」と、２点目「意識改革につ

ながる学びの機会は」については、関連がございますので、併せてお答えいたします。

本市では、男女共同参画社会の実現を市の重点施策として位置付け、第４次潟上市男
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女共同参画推進計画（ハートフルプランかたがみ2021）に基づき取組を進めてまいり

ました。

これまでの取組といたしましては、固定的な性別による役割分担意識の解消に向けた

市民を対象とした研修や、男性の家事能力向上を目指した講座、市広報等による啓発活

動を実施しており、「あきたとも家事」宣言により県が目指すところとその多くが共通

してございます。

また、男女がともに育児休業等を取得し、自らの能力を発揮することができるよう、

市内事業者や企業へ、ワークライフバランスなどに関する情報提供も行ってございます。

さらに、市自らも率先して職員が仕事と子育てを両立できるよう、職場環境の整備に

努めており、直近３年間で男性職員の育児休業取得率は平均75パーセント、また、女性

の管理職比率は平均で37パーセントと高まってございます。

議員ご指摘のとおり、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮できる社会を実現す

るためには、幅広い世代の意識改革が必要であると認識しております。引き続き、各種

研修や講座等による学習機会を提供するほか、家庭における個々を尊重した教育の推進

に向け、情報提供に努めてまいります。

次に、ご質問の３点目「女性の視点や意見が反映されるよう男女比についての検討

は」についてお答えいたします。

本市では、潟上市自治基本条例によりまして、審議会等の委員を選任する場合には、

男女比を考慮し、幅広い人材の登用に努めるものとしてございます。

また、同条例の規定に基づき、具体的な指針として定めた「潟上市審議会等の委員の

公募に関する指針」におきましては、審議会等の委員定数に対する女性委員の割合が３

割以上となるように配慮するよう努めることとしてございます。

今後も国や県の動向を踏まえつつ、性別に関わらず、誰もが自分らしく活躍できる男

女共同参画社会の実現を目指した次期計画の策定を進めてまいります。

○議長（小林悟） 伊藤保健福祉部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ３番藤原仁美議員の一般質問の三つ目

「こどもまんなか社会」についてお答えいたします。

ご質問の１点目の「市が目指すこどもまんなか社会は」と、５点目の「こどもをまん

なかに据えた、切れ目のない支援とは」については、関連がございますので、併せてお

答えいたします。
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国が掲げる「こどもまんなか社会」は、子どもの利益を最優先に考えた取組や政策を

国の中心に据え、全ての子どもが権利を保障されながら幸せに暮らし、健やかに成長で

きるよう社会全体で後押しすることを目標とし、各府庁や地方自治体が連携し、社会全

体で推進し実現することとしております。

本市では、国が掲げる「こどもまんなか社会」を目指すため、こども基本法とこども

大綱に基づき、子ども・若者・子育て当事者の意見を反映して潟上市こども計画（仮

称）を策定し、子どもや子育てに係るライフステージに応じた切れ目のない支援策を全

庁横断的に推進してまいります。

また、この４月には「こども家庭センター」を開設し、助産師、保健師、臨床心理士

等によるライフステージに応じた多様な相談支援や子育て支援に関する情報提供などを

行っているほか、小・中学生については、家庭児童相談員と民生児童委員が一緒に学校

を訪問し、支援を必要とする子どもや家庭の情報を速やかに共有し、連携しながら子ど

もと家庭を支えていく体制の構築に努めております。

引き続き、関係機関との連携を強め、子どもが安心して育つことができる環境づくり

に取り組んでまいります。

ご質問の２点目「全天候型の屋内で遊べる施設を設ける考えは」についてお答えいた

します。

本市における子どもが遊べる屋内空間は、子育て支援センター、児童館、かたりあん

などがありますが、利用年齢等が限定されたものであるため、市内外の子どもが利用で

きるような施設については、先進地や周辺市町村を参考に、全庁的に調査・研究が必要

と考えております。

以上であります。

○議長（小林悟） 吉原教育長。

○教育長（吉原慎一） ご質問の３点目の「本市の人権教育の取組」と、４点目の「人権

とともに性の教育について」は、関連がありますので、併せてお答えいたします。

人権教育は、学校における教育活動全体を通じて行われるものであり、各教科、道徳

科、特別活動等の指導内容に位置付け、自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の

向上を図っております。また、各校においては、児童・生徒による人権作文コンテスト、

人権標語コンテスト、「人権の花」運動への参加、さらに、人権擁護委員による学校へ

の啓発活動など、関係機関との連携を図りながら児童・生徒の発達段階に応じた取組を
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推進しております。

性の教育については、様々な性の情報が氾濫する現代において、児童・生徒が性に対

して正しく理解し､適切に行動をとれるようにすることを目的に、体育科、保健体育科

や特別活動をはじめ、学校の教育活動全体を通じて指導を進めております。

また、各校の保健教育の年間計画に位置付け、性教育講座を実施したりもしておりま

す。

今後も、学校・家庭・地域・関係機関の連携を密にしながら、自分の大切さとともに、

他者の大切さを認めることができる子どもの育成に努めてまいります。

以上であります。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員、再質問ありますか。３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） 答弁ありがとうございます。

まずは、市民アンケートの評価、意見反映についてですが、10年後の将来像について

は、この後具体化とおっしゃっておりましたが、現状でどう考えるかというところをお

聞きしたかったです。あと、今後、多様な機会で市民参画を推進するように働きかける

というお話がありましたが、具体的にどのようなというところまでは、まだ決まってな

いのか、スケジュール的にどういうプランを立てるかというところをお伺いしたいです。

○議長（小林悟） 古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ただいまのご質問にお答えいたします。

現状でまず将来の目指すべき方向をどのように捉えているかというご質問にはじめに

お答えいたします。

先ほど答弁いたしましたとおり、まだ具体的なことはこれから作業を進めてまいりま

すけれども、当然今後は人口が減少する社会、これを大前提として計画を作っていかな

ければならないと思ってございます。人口減少が進みますと、税収等に反映されるのが、

まず一番大きいのもありますけれども、それに伴いまして市内の総生産、産業的なもの

も影響ございますし、就業者、そういったものにも影響が考えられます。また、高齢化

も進んでまいりますので、当然、医療・介護、こういったものにも影響が懸念されます

し、人口が減ることによって自治会活動、コミュニティ活動、こういったものにも当然

影響が出てくるものとは考えてございます。

そういったものを踏まえまして、本市といたしましては、これらを踏まえまして、持

続可能な、今後も10年、20年、50年と持続できるようなそういった政策なり施策なり
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を今後、アンケートの結果も踏まえて検討してまいりたいので、まだ具体的にというの

は申せませんけれども、今言ったことがまず大前提になろうかと思います。

あと今後、住民参加をしながらその計画の策定ということがございましたけれども、

先ほど答弁したとおり、アンケート等は様々、市民2,000人のほかに中学生であったり、

各種団体等も行ってございます。この後は素案等ができました段階では、審議会もござ

いますので、市民からなるそういった会議でもお諮りするほか、若者の意見もいただき

たいということで、今、Ｚ世代活躍課、こういったものもございますので、そうした若

者の意見も参考にしたいとは考えております。もちろん市民の皆様には、パブリックコ

メントを実施しますので、市民であればどなたでも意見を提出する機会はございますの

で、そういったことを考えてございます。

以上です。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

部長の方から持続可能な、10年、20年と持続可能なというお言葉をいただいて、潟

上市にとって持続可能性を求めながら市民生活を送れるんだなという、そういう期待感

を持ちました。

期待感を持ちながら、ただ、参画については、先ほど私、本文でも申し上げたように、

なかなか市民の参画意識が向上できてないなというところが潟上の大きな課題だと思い

ます。そこに関しては、多分自治会とか関連してくるのかなとは思うんですが、アン

ケートを取って、もちろんいろんな回答があって、それを反映させてというところがで

きていくと、市民としても、あ、私の言った意見が通ったなという成功体験になるのか

なと考えております。その辺は、是非こういう意見があって、それについて検討すると

いうようなアプローチの仕方を検討してほしいんですが、自治会絡めてもいいですし、

そのような計画などは持てないでしょうか。

○議長（小林悟） 古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ただいまのご質問にお答えいたします。

様々な意見を反映した、いただいた結果については、当然個々にはなかなかお答えす

ることはできないですけれども、市のホームページ等を通じまして、こういった意見を、

こういった計画に、こういう部分で反映していくと、そういったものについては公表な

り、そういったものを検討したいと考えてございます。
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以上です。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。ぜひ充実した計画を立てていただきたいな

と思います。

大変恐縮なんですが、市長としては、持続可能な潟上についての現状、将来像はどう

捉えているかというところをお伺いしてもよろしいでしょうか。

○議長（小林悟） 鈴木市長。

○市長（鈴木雄大） 藤原仁美議員の再質問にお答えいたします。

具体的なこれからの計画策定で目指すべき10年後の姿、現時点では具体的なものは、

総務部長の方からお答えあったとおりだと感じておりますけれども、一応私としては

「進化する潟上」ということを、この２期４年に掲げております。その中で重要なのが

三つの力作りということで、「稼げる力」「支える力」「考える力」の三つございます。

まさにこの三つの力というのが地方自治、行政運営をしていく上で、持続可能性を維持

していくためには必要な力だと思っております。こうしたものがしっかりと、いわば三

すくみの中でしっかりと循環する、こういった社会こそが持続可能で、そして市民が安

全・安心に暮らせる社会になっていくのではないかと思っておりますので、そうしたこ

とをイメージしながら、さらには昨今の社会情勢等を踏まえますと、非常に目まぐるし

く変化する時代にあります。そういったものを計画の中にも、よりフレキシブルに、場

合によっては施策も変換していけるような、そういった計画作りを目指してまいりたい

と思っております。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。市長自ら、市長として潟上をどういうかじ

取りに向かっていくのかという方向性が、何となく伝わってきました。ありがとうござ

います。

市長のおっしゃっている進化する潟上、その三つの力に大きく関連するのが自治会だ

と思います。自治会との関係性について、先ほど部長の方から対等なパートナーである

という答弁をいただきましたが、何度も伝えているように、市民の参画意識がなかなか

向上していかない中で、自治会の役員のなり手も不足しています。そういった点で、対

等なパートナーというよりは、ある程度、指導というか助言というか、そういった形も

必要ではないかなと感じるんですが、その辺に関して部長、どのように考えるかお聞か
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せいただいてもよろしいですか。

○議長（小林悟） 菅生市民生活部長。

○市民生活部長（菅生司） ただいまのご質問についてお答えいたします。

自治会と市は互いに自立した立場をとりつつ、対等なパートナーとして住民の生活向

上と地域の発展、よりよい地域環境を創るための協力する関係にあると考えております。

互いに自立した立場と思っております。

ですが、自治会の活動において相談事がありましたら、市の方で指導・助言は現在も

行っているところであります。引き続き、指導・助言を行ってまいります。

以上でございます。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

自立した対等な立場というのは、重々承知なんですが、なかなか自立に困難を期して

いるという団体もございます。そこについては、自治基本を住民にもっと広げるために、

条例を周知させるために、さっきもお話ありましたが、そのような機会をもっと広く持

つべきだなとは感じます。自治会の会長方が基本集まって会議を行っている中で、それ

が地域に全部浸透していくかというと、なかなか浸透性を感じないなと思っております。

その辺、また工夫を、一ひねり、二ひねり工夫してほしいなと思います。

次に、公式ＬＩＮＥですが、有用であるという答弁をいただいて、是非前向きに検討

してほしいなと感じております。もちろん導入費用に関しては、ちょっと大きく予算計

上しなきゃいけなかったりという問題も発生するとは思うんですが、現状、市民が市へ

電話するときに録音されることへの抵抗感があって、なかなかこれちょっと市に言いた

いんだけどっていうときに、市議会の議員の皆さんに、ちょっと議員さん、これ伝えて

よっていうようなことがあったりして、それはまた以前、議員は御用聞きじゃないって

どなたかおっしゃっていたんですが、そういうこともに関連してくるので、是非とも公

式ＬＩＮＥでの情報提供、市民からの情報提供できるように進めてほしいなと。さらに

は、電話に関しては直接対応する職員の負担軽減にもつながるんではないかなと感じま

す。もちろんいろんな意見が煩雑に集められたときに、それに一つ一つ対応するのも大

変かとは思いますが、リアルタイムに電話を受けて、そこでいろいろ対応しなきゃいけ

ないという職員の大変さもちょっと感じているところなので、是非負担軽減のためにも

取り入れてほしいなと思います。その辺に関してもう一度お聞かせいただいてもいいで
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すか。

○議長（小林悟） 古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ただいまのご質問にお答えいたします。

先ほど答弁しましたとおり、費用的な面もまずひとつネックとはなろうかと思います

けれども、懸念されるのは通報数が増えるという形も想定されます。そういったことで、

電話であったり、既存の情報提供手段、電話であったり、ホームページでも受け付けて

おりますので、そういったものとの関連もございますので、かえって職員の業務の効率

性、こういったものも損なわれる可能性もございますので、繰り返しとなりますけれど

も、他自治体の運用状況、効果等、今後も調査研究したいと考えてございます。

以上です。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。是非前向きに検討していただきたいなと

思っております。

次に、男女共同参画推進計画について移ります。

重点施策としてハートフルプラン2021を掲げていると、市民向けの講座も実施され

ているというのは十分承知しております。

そこで、意識改革につながる学びの機会として、是非市民からもどういう学習、研修

を取り入れると男女共同参画が進むかというところは、意見の募集をしてほしいなと感

じております。どちらかというとシニア世代の固定的役割分担意識が、なかなか払拭で

きずにいるんですが、その辺に関しては特に何かしら研修を持つような予定がないのか、

ちょっと改めてお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。

○議長（小林悟） 古仲総務部長。

○総務部長（古仲淳） ただいまのご質問にお答えいたします。

まず、市ではこれまで市民向けの研修であるとか、市職員も率先してこういった研修

を受けるようなことを続けております。こういった学びの機会というのは、今後も当然

必要だし、次期計画に盛り込まれるものと考えてございます。

どういう学びが必要かということに関しましては、市民のこういった意見、それから、

男女共同参画を推進している市民団体もございますので、そういった方々の意見もお伺

いしながら研修のテーマ等も考えたいと考えてございます。

あと、今後はですけれども、今のところ予定はないんですけれども、次期計画を策定
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していく上で、議員おっしゃったとおりシニア世代の意識というものの変革というか改

革というか、そういったものについても今後は検討し、例えばですけれども、そういっ

たシニア世代に対する、例えばですけれども、イベントであるとかセミナーであったり、

あるいはシニア世代と若者が交流できるような場、こういったものでまず意識がもしか

すれば変わるのかもしれませんので、そういったことも念頭に次期計画の策定を進めて

まいりたいと考えてございます。

以上です。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

若者との交流の場というのは、とても重要だなと思っております。是非積極的取り入

れてほしいなと思います。それに関しては、多分教育的なところも十分に関わってくる

のかなと思いますので、是非連携してほしいと思います。

そして、男女比についてですが、審議会については以前も答弁いただいて、３割以上

というふうには伺っております。さっきの自治会などそういうところの女性役員の割合

も低いなと感じているんですが、その辺に関しては取り入れるのは難しいものでしょう

か。お伺いしてもいいですか。

○議長（小林悟） 菅生市民生活部長。

○市民生活部長（菅生司） ただいまのご質問についてお答えいたします。

現在、自治会において役員をしている女性の方は少ない状況ではあります。自治会活

動は、その自治会の組織によっていろいろなことができる組織でありますので、そうい

うふうな女性の登用について各自治会で検討をし、実践に移していく、そういうものは

可能であると思っております。

以上でございます。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

これに関しては、地域に戻ると自治会の男性役員の方から、是非女性もっていう声は

実際にございます。ただ、その中で女性がなかなか、じゃあと手を挙げる方がいなくて、

そこに関しては参画意識の低さというものが多分関連してくるのかなと感じます。その

辺も踏まえて、是非学ぶ機会とか、何かしら参画できるような機会を作る方向性を持っ

ていただきたいと思います。
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次に、大きく三つ目のこどもまんなか社会に移らせていただきます。

子どもの利益を最優先に、子ども・若者の子育て世代に対してライフスタイルに応じ

てという答弁をいただきました。それに関しては、本文でも伝えたように、就学前まで

のライフスタイルが重点的だなと感じております。家庭児童相談員とか、民生委員の連

携で小学生以上というお話はありましたが、そこに関しては連携がどの程度持たれてい

るのかというところを、ちょっと改めてお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

連携の在り方ですけれども、虐待や、あとはちょっと不審なといいますか、ちょっと

心配な様子がうかがえるご家庭についての情報をお互いに共有する、あとは通報する、

そういうことを速やかにやっております。

以上でございます。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） 虐待とか深刻な事案が無いにしても、子ども自身がなかなか自分の

居場所、自分の立ち位置というものがちゃんと理解できなくて、どちらかというと、非

行というとあまり大きいんですが、そういう方向性に走ってしまうというような子ども

もいるのは確かだと思います。そういった子どもたちがほっとできるような、そういう

組織体制というものは、民生委員だとかいろんな連携から作られるものかどうかという

ことをお伺いしたいのと、全天候型遊びの施設についての質問に関しては、子育て支援

センターがという答弁がありました。それは今、ＳＮＳでも盛んに流れていて、楽しそ

うだなとは感じるんですが、それもやっぱり就学前のお子さん向けの施設だなと感じて

おります。それを踏まえた上で、小学生、中学生が、居場所をどこに求めるかというと

ころに関して、連携を含めてどういうふうに考えているかというのはお聞きしてもよろ

しいでしょうか。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

就学前の家庭の状況につきましては、こども家庭センターを４月から立ち上げまして、

妊娠前からその家庭の状況とかを把握できる状況でありますので、そこからまず出産後

の子どもの状況がどうなるのか、または出産後につきましても相談窓口になっておりま

すので、そこで把握した情報を共有するということがあります。
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それから、居場所につきましては、今回策定するこども計画において、子どもに対し

て意識調査を行います。そのときの設問に関して居場所についての設問も想定しており

ますので、そこで今後把握したいと考えております。

以上でございます。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

居場所に対して子どもに意識調査をするという答弁でしたが、そこに関しては、実際

に子どもに意見を聞くんだろうなという、そこは私の想像ですが、それで大丈夫ですか。

調査をしたとして、どういう意見が出されるか、それについて、また市としてどのよう

に子どもの居場所を計画できるかというところをちょっとお伺いしてもよろしいでしょ

うか。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

今回のこども計画の大きな特徴としては、子ども・若者本人の声を計画に反映すると

いうスタンスでございます。それで、子ども15歳から大体39歳までの子ども及び若者

に対して意識調査をするんですけれども、そこでふだんどういったところでいるのか、

あとは求められている居場所はどこかというような調査を実施する予定としております。

その結果をもって、その居場所作りについての調査検討をしていくということになりま

す。

以上でございます。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

是非子ども・若者の意見を反映させて、できれば全天候型で遊べる施設を造るような

方向性と、居場所作りについて検討していただければなと感じます。

最後に、人権教育、性教育を絡めて、こどもまんなかをどう捉えるかというところに

関して、すいません、市長にどう考えるかというところをお伺いしてもよろしいでしょ

うか。

○議長（小林悟） 鈴木市長。

○市長（鈴木雄大） 藤原議員の再質問にお答えいたします。

国が進めるこどもまんなか社会づくりについて、当然のことながら県・市も連携しな
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がら取り組んでいかなきゃいけない取組だと思っております。

昨今は少子化も進んでおりますし、一昔、二昔前のような子どもを取り巻く環境も非

常に変化していく中で、子どもたちがそれぞれの夢や希望を持って暮らせる社会づくり、

そういったものが大切なんだと思っております。

今回ご質問のありました全天候型の施設、ハードも含めてですけれども、屋内だけで

はなく屋外、そしてまた、一番大切なのは、子どもたちがどこにいて居心地のよさを感

じることができるのか、それは施設だけではなくて様々なものが考えられると思ってお

ります。そういったものが全て整った社会こそが目指すべき姿なんだと思いますけれど

も、そういったものについては、やはり市の全体的な状況も鑑みながら、一歩ずつ、一

歩ずつ、そうした子どもたちが暮らしやすい社会づくり、そして子どもを見守る社会、

そういったものも潟上市として目指していきたいと思っております。

○議長（小林悟） ３番藤原仁美議員。

○３番（藤原仁美） ありがとうございます。

是非こどもまんなかを、潟上ならではのこどもまんなか社会を創れたらなと感じます。

最後にすいません、教育長にお伺いしたいことが、私、人権教育、性教育について述

べさせていただきました。答弁としては、保体だったり特活だったりで授業があると答

弁いただきました。それはでも、何年生に対してだろうか、私の認識では、多分４年生、

５年生ぐらいだとは思うんですが、私としては、犯罪を起こさない、被害に遭わない、

とにかく犯罪に絡められることのないように自分の大事な部分、人権だったり性的な違

いに対しての教育を、是非もっと幼い頃からと考えております。それも４年生、５年生

で１回やりましたということではなくて、しっかりと学べる機会を持ってほしいと思っ

ておりますが、その辺についてはいかがお考えでしょうか。お聞かせいただいてもよろ

しいですか。

○議長（小林悟） 吉原教育長。

○教育長（吉原慎一） ただいまのご質問にお答えいたします。

昨今は性に関する情報が氾濫をしておりますし、子どもたちがそれぞれの持っている

端末で、いとも簡単にその性情報に接するということがございます。そしてまた、誤っ

た情報によって、そういう犯罪に巻き込まれるということが、必ずしも本市で起きてな

いということでもございません。そういう危険性のある状況、時代に生きている子ども

たちに、まさに議員ご指摘のように、小学校低学年、あるいは中学生に関しては性教育
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講座等で性感染症、あるいは体の成熟について非常にきめ細かな指導のプログラムがご

ざいますが、小学校の低学年あたり、あるいは４年生、５年生あたりでしょうか、女子

児童に関しては生理も始まってきます。そういうようなその男女の体の違い、お互いに

尊重し合うこと、これは性教育だけではなくて、まさに人権、互いを尊重する、違いを

理解し合いながら認め合うという、そういう意味でも非常に大切な教育になってくると

思いますので、時期を失しないようにですね、小学校の低学年のあたりから各学校で性

教育は進めてまいりたいと感じているところであります。

○議長（小林悟） よろしいですか。あと時間なりますが、ちょっと、どうぞ。

○３番（藤原仁美） 本当に時間が、すみません、是非とも積極的な、これは単に積極的

なというよりも、本当に大切な学習だと思います。そして、それを理解した上で子ども

同士、人と人としての理解をした上で、自分がどういう方向性で生きていきたいかとい

う選択をできるような子どもを育てていきたいと思っておりますし、是非潟上の子ども

たちは、そういう子どもたちになってほしいなと思って教育委員会には今後のいろいろ

政策についても期待するところです。

時間になったので、私の質問はこれで終わります。すいません、ありがとうございま

す。

○議長（小林悟） これをもって３番藤原仁美議員の質問を終わります。

暫時休憩したいと思います。11時10分まで休憩したいと思いますので、よろしくお

願いします。

午前１１時０１分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時１０分 再開

○議長（小林悟） 休憩前に戻り、会議を開きます。

８番藤原典男議員の発言を許します。８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） おはようございます。日本共産党の藤原典男でございます。

朝早くから傍聴に駆けつけました市民の皆様、本当にご苦労様でございます。

また、６月議会を準備されました市長はじめ職員の皆さん、本当にご苦労様でござい

ます。

私は、一つはケアマネジャーの現状と今後の対応について、二つ目は、航空防除の今

後の方向性について質問いたしますので、よろしくお願いいたします。
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一つ目、ケアマネジャーの現状と今後について。

ケアマネジャーの役割は、家族や要支援・要介護者の方たちに寄り添って相談対応を

行い、一人一人に合った適切な介護保険サービスを提供するため、関係機関との連絡、

調整を行い、介護を必要とする方々の心身の状態を改善し、楽しく過ごせるようにケア

プランの作成や介護給付費等を管理することと思いますが、現在、訪問介護施設の減少

とともにケアマネジャーの人員不足が全国的にも深刻です。本市の場合はどうでしょう

か。介護を受ける入口が閉ざされかねない事態、背景にあるのは、有効求人倍率9.7倍、

これは２月時点、中央福祉人材センター調査によるものですけれども、という深刻なケ

アマネジャー不足です。

今後、65歳以上の高齢者は2025年には3,653万人以上、2043年には3,953万人となる

ことが予想されております。全国の居宅介護支援事業所は2020年末に３万9,979件が

2024年末には３万6,488件とマイナス8.7パーセントとなり、前年比でも738件の減少で

す。

そうした中でケアマネジャーがヘルパー探しに奔走していると聞きます。ケアマネ

ジャーは2024年の介護労働実態調査によれば、平均年齢53.6歳で、約30パーセント以

上が60歳以上、40歳未満は7.6パーセントに減少し、若手の参入が少ない状況です。

2018年に居宅介護事業所で働くケアマネジャーは18万9,754人から2024年には11万

7,025人と大幅な減少となりました。今後2040年までは新たに約８万4,000人のケアマ

ネジャーが必要と予想されております。

国は昨年ケアマネジャー一人が担当できる件数の上限を、人手不足から39件から

44件へと増やしましたが、現場では基準の緩和ではなく、担い手を増やす声が上がって

います。

2024年６月に施行された令和６年度介護報酬改定では、介護職員の処遇改善の対象

外となり、低賃金体系が続いております。介護保険や福祉で手の届かない部分、シャド

ウワークという無報酬業務も増大しているようです。ケアマネジャーの求人が多いのに

就職が少ないのが現状です。今後、高齢化が進んでいく中で、ケアマネジャーがいなく

なれば介護制度の崩壊にもつながりかねないと思います。各自治体は福祉職の職員を増

員し、介護保険や民間では対応できない困難を抱えた人を自治体が直接救済して支援や

介護を提供する体制の構築も必要ではないでしょうか。本市におけるケアマネジャーへ

の今後の取組、実態について伺います。
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一つ目、現在のケアマネジャーの充足状況、今後５年、10年を見据えたときに、本市

ではどのような事態が予想されますか。

二つ目、ケアマネジャーの採用について、本市では働きかけていますか。

三つ目、ケアマネジャーの資格取得のための援助はどうなっておりますか。

四つ目、賃金を含め働く条件改善のために、国や県にどのように働きかけますか。

五つ目、本市で今取り組もうとしていることは何ですか。

これが、ケアマネジャーの現状と今後の対応についての質問です。

次に、航空防除の今後の方向性について伺います。

農林水産業において航空防除は、水稲、畑作、果樹、森林等の病害虫防除のほか、播

種、施肥、森林管理の諸作業、各種調査等農林水産業の各分野において実施され、農作

業の効率化及び低コスト化にもなっているようです。

本市での水稲に対する航空防除の今後について伺います。

本市でも温暖化で多雨・多湿な気象条件の中で、カメムシ等の病害虫から田を守り、

米の安定供給を確保するために毎年航空防除が行われておりますが、広範囲に一斉にや

ることが必要だと言われております。人力だけでは高齢化もあり大変ですが、航空防除

はコスト面からも有効だと言われております。有人ヘリコプターや無人ヘリコプター、

そして最近ではドローンを使用しての作業も行われております。

現在は旧３町ごとに、それぞれの組織で航空防除の仕方も違っていると思われますが、

今後の方向性は同じになっていくのではないでしょうか。それは有人ヘリコプターも長

年使えば部品がないなど修理に限界が来るものと思われます。これは無人ヘリコプター

についても同様のことと思われます。今後の航空防除の在り方は、ドローンによる航空

防除に切り替わっていくのではないかと思われますが、すぐ切り替えるというわけには

いかないと思います。各地域はどのくらいの年数で切り替わっていくのか、また、切り

替わらなく残っていく部分もあるのか伺います。

今、本市ではドローンの操縦技術の獲得のために補助金の制度があります。単年度ご

とに個別対応していればお金もかかり増しになるのではないか、５人、６人と希望者を

集団的に集め実施する方法がよいと思われます。取組への見解を伺います。

技術取得のための補助金も見直しして、本人負担をより軽減し、より多くの希望する

方のニーズに応えていく必要があるのではないでしょうか。また、ドローン購入の際の

在り方も検討した方がよいと思われます。本市でも航空防除を行う際に補助制度があり
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ますが、千葉県勝浦市の例を紹介します。同市ではドローンなどを利用して航空防除を

行った際に、自ら実施した場合でも委託して行った場合でも補助金対象面積10アール当

たり1,000円に実施回数を乗じた補助金を支出しております。本市と比べ、高いのかど

うなのか、条件も違うと思いますが、参考にしていただき、今後の補助金の扱いについ

ても考えを伺いたいと思います。

壇上からの質問を終わりますが、答弁よろしくお願いいたします。

○議長（小林悟） 当局より答弁を求めます。伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ８番藤原典男議員の一般質問の一つ目

「ケアマネジャーの現状と今後の対応について」お答えいたします。

ご質問の１点目「現在の状況、今後５年、10年を見据えたときに、本市ではどのよう

な事態が予想されますか」についてお答えいたします。

本市で指定している介護保険サービス事業所では、現在、人員基準を満たしているこ

とから介護支援専門員の不足はなく、介護サービスの提供に支障はないものと認識して

おりますが、全国的にも今後、要支援・要介護認定者数が増える見込みであることから、

介護サービス利用者が増えることにより、介護支援専門員をはじめ介護従事者が不足す

る傾向にあると捉えております。

次に、ご質問の２点目「毎年ケアマネジャーの採用について本市では働きかけていま

すか」についてお答えいたします。

介護サービス事業所では、諸事情により急に退職する職員が出てしまった場合、ハ

ローワークや民間の求人情報会社に依頼し、人材を確保しており、介護支援専門員の採

用についての相談や紹介依頼はこれまでにございません。

職員の採用につきましては、民間事業者の経営状況によるところもありますが、市と

しても採用等について働きかけを行ってまいります。

次に、ご質問の３点目、「ケアマネジャーの資格取得のための援助はどうなっており

ますか」についてお答えいたします。

本市ではワーキングスキルアップ支援助成金事業を行っており、従業員の資格取得を

推進する事業者を支援しております。これまで介護分野での助成事業利用事業者はいな

かったため、今後は担当課と連携し、助成事業の利用についてより一層周知してまいり

ます。

次に、ご質問の４点目「賃金を含め働く条件改善のために、国や県にどのように働き
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かけますか」についてお答えいたします。

介護従事者の処遇改善について、地域ケア会議等で意見聴取をした上で要望をまとめ、

介護労働懇談会等、介護労働機関や介護関係者が一堂に会する機会を活用し、意見交換

を行い、国や県へ強く要望してまいります。

次に、ご質問の５点目「本市で今取り組もうとしていることは何ですか」についてお

答えいたします。

介護現場のイメージを刷新できるような情報発信や資格取得に関する助成金の周知な

ど、人材の育成や確保について今まで以上に取り組んでまいります。また、介護保険事

業所に対する調査の実施についても検討してまいります。さらに、事務の負担軽減や業

務の効率化を図るためにＩＣＴの活用を促進するとともに、介護支援専門員のシャドウ

ワークについては、改めて介護サービスを利用する方やその家族に対し、介護支援専門

員の役割について丁寧に説明し理解を求めてまいります。

以上でございます。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ８番藤原典男議員の一般質問の二つ目「航空防除の今後の

方向性」についてお答えいたします。

水稲の航空防除は、病害虫防除対策の一環として行われており、航空による防除は、

労働力の軽減、コストの低減に加え、広域的かつ一斉に防除ができることから、病害虫

の発生を抑制する効果が上がり、より一層、米の品質低下を防ぐなど被害の軽減を図る

ことができます。

現在、本市では、ＪＡ、農業共済などの関係機関を構成員とする天王地区農作物病害

虫対策委員会、昭和飯田川地域病害虫防除協議会が、有人ヘリコプター、無人ヘリコプ

ター、農業用ドローンを活用し、８月上旬に航空一斉防除を実施しております。

また、県内の実施状況を見ますと、市町村によって実施機関に違いはあるものの、本

市同様、航空による防除を実施しております。

これらを踏まえ、ご質問の１点目「有人ヘリコプター、無人ヘリコプターからドロー

ンへの切り替わりの見通し」についてお答えいたします。

議員ご指摘のとおり、有人・無人ヘリコプターは、耐用年数による更新や修理、保険

など維持管理に係る費用負担が大きいことから、はっきりとした年数はお答えできま

せんが、近い将来、導入コストや維持管理費も比較的低く抑えることができる農業用ド
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ローンによる防除が主流になるものと捉えております。

次に、ご質問の２点目「農業用ドローンに関する支援策」についてお答えいたします。

本市では、令和５年度から農業用ドローンオペレーターの資格取得に対して助成を実

施しており、これまで13名が資格を取得しております。資格取得に係る講習費用は、取

り扱うドローンの機種によって異なりますが、農業法人などからの複数名の補助申請が

あった場合でも、随時申請受付を行っております。議員ご提案の集団講習の実施につき

ましても、農業者の声を聞きながら対応してまいりたいと考えております。

また、農業用ドローン本体の購入助成についてですが、これまでも資格を取得された

農業者や農地面積の集約・規模拡大を計画している農業者に対し、導入助成を行ってお

り、より一層事業を活用していただけるよう広く周知を図ってまいります。

次に、ご質問の３点目「航空防除に対する今後の補助金のあり方」についてお答えい

たします。

航空防除の実施に対する支援は市町村により異なっており、本市では、航空防除事業

を行っている各組織に対し、潟上市病害虫防除実施主体連絡協議会を通じて補助金を交

付しております。

航空一斉防除は、病害虫の発生を抑制し米の品質低下を防ぐために欠かせないもので

あり、今後も航空防除の在り方や補助金を含めた支援について、農業者の生産性の維持

向上が図られるよう取り組んでまいります。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員、再質問。

○８番（藤原典男） 介護を必要とする方が介護サービスを受けられるよう、是非市当局

も、そしてまた、介護職の方も、是非頑張っていただきたいと。

私は、全国的にも介護制度を支える入口でのケアマネジャーの人員が少ないというこ

とでこれ取り上げましたけれども、答弁では、一つ目、現在のケアマネジャーの充足状

況、これについては今のところは充足しているということのようですけれども、今後５

年、10年を見据えたときという質問については、不足する傾向があるという答弁なんだ

けれども、介護者がだんだん高齢化になって増えていく中で、そうすればどれぐらいの

人員が必要、不足になっているのかというところは把握しておりますか。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

詳細な予測は把握しておりません。ただ、ケアマネジャーもだんだん高齢化してきて
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いるという話もありましたように、年齢を追うごとに経験値も上がっていて、即戦力に

もなるということで、短時間やパートという勤務体系で継続して勤務できるよう、市と

しても働きかけていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） ５年、10年後を見据えて、どれぐらいのケアマネジャーが不足して

いるのかって、やっぱりちゃんとしたデータを作って、今の現状から含めて、年齢構成

から含めて、それに基づいてやっぱり充足の計画を立てていくということが私は必要だ

と思われますので、是非そのような方向で頑張っていただきたいと思います。

それから、二つ目、毎年ケアマネジャーの採用について本市では働きかけていますか

ということですが、これは行っているということなので、これはよろしいです。

それから三つ目、ケアマネジャーの資格取得のための援助はどうなっておりますかと

いうことですが、事業者のワーキングスキルアップという制度がありまして、これを利

用しながらやっていくということですが、今まで利用がなかったという答弁です。これ

もやっぱり働きかけ、この分野でもありますよという働きかけを事業者の方にしっかり

やっていく必要があると思うんですが、どうでしょうか。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

助成事業の利用につきましては、答弁しましたとおり、更に一層周知を図っていきた

いと思っておりますとともに、ケアマネジャー含め介護職につきましても、イメージ

アップを図れるような周知も同時にしていきたいと考えております。

以上であります。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 四つ目、賃金を含め、働く条件改善のために国や県にどのように働

きかけますかについても答弁ありましたけれども、意見をまとめて強く要望するという

答弁でしたけれども、私はこの中身が問題だと思うんです。今、介護職というのは、す

ごい最初の出だしのところから低賃金、そしてある方によってはシャドウワークで労働

条件が悪い。ですから、やっぱり働く条件の改善のために、賃金のほかに、やっぱり

ちゃんとした意見をまとめて、それで要望していくということが私は大事だと思うんで

すが、賃金のほかにどんなことが予想されますか。国や県に対する要望。
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○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

要望に関しましては、答弁でも申し上げましたとおり、賃金確保、あと処遇改善につ

きまして要望を考えているところですけれども、国におきましても人材確保には苦慮し

ておりまして、現在検討中でございます。その原因として、法定研修の見直し等、経済

的、時間的負担が、まずケアマネには大きいというところで、その見直しを今後の制度

改正や報酬改定に向けたいと報告書で記されておりますので、そちらの状況を市として

も注視してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 国や県に要望する際に、担当者だけでなくて、やっぱりいろんなと

ころに、コネのある、顔が利く市長の役割も大きいと思うんです。是非そこら辺は国・

県に行って、このケアマネジャーのこと、介護のことについても、要望を伝えていくと

いうことが私は大事だと思うんですが、市長どうですか。行って頑張ってもらいたいん

だけれども。

○議長（小林悟） 鈴木市長。

○市長（鈴木雄大） 藤原議員の再質問にお答えいたします。

私自身も一自治体の長でありますので、なかなか県・国に対しては厳しいものはあり

ますけれども、幸い県の方にも市長会等ございますので、そういった市長会等の仲間と

一緒に県や国への要望を頑張ってまいりたいと思います。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 市長におかれましては、是非いろんな分野、特にこの介護の分野で

も頑張って伝えていってもらいたいと思います。

それで、五つ目、本市で今取り組もうとしていることは何ですかということの中で、

調査を実施していくということも答弁されましたけれども、是非この方向で頑張って

いってもらいたいと思います。

次に、航空防除の今後の方向性について伺います。

ドローンの操縦の資格取得の際には補助金が出ておりますけれども、どれくらいの希

望者がいるのか、今まで13名の方が資格取得したということのようですが、希望者はど

のくらいいるのか、そういうことも把握しながら、今後このことについてはどのような
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考え方で臨むのか、一定の資格者がいればあといいやとかっていうことでは私はないと

思うんですけれども、どうでしょう。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

議員ご指摘のとおり、ある程度人数ができたからいいやということではなくて、継続

的にオペレーターは育成していかないといけないと考えております。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 今の答弁わかりましたけれども、希望者がどのくらいいるのかとい

うところは把握しておりますか。今後の課題ですか。そこら辺どうでしょう。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

実際、世間というか世の中に潜在的に希望者がどれくらいいるかというところまでは

把握できませんけれども、現時点、今年度に入ってから２名ほど窓口の方に相談には来

られておりますので、まだニーズはあるのかなとは考えております。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 次に、ドローンへの切り替えの時期については、はっきり申せない

けれども、数年後にはあると答弁がありました。そうなれば、全部ドローンということ

になるとは思うんですけれども、いつなるかわからないが。そうなれば、カメムシとい

うのは、今日はここまで薬撒いたから、明日はここやりましょうということになれば、

何か逃げていくらしくて、一斉にある地域を全部やらなきゃいけないということのよう

なんです。そうなれば、ドローンに全部切り替えた際に、一斉にやるとすれば、どれぐ

らいのドローンが必要なのか。これ、個人で買う場合もあるでしょうし、そこら辺のと

ころは補助金も含めて、それから足りない部分は市で購入するという考え方も出てくる

とは思うんですが、今の時点でどのようにお考えでしょう。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

ドローンがどれくらい数が必要になってくるかというご質問ですけれども、大体、潟

上市ですと一斉防除、カメムシなんで一斉にやっぱり防除しなきゃいけないということ

で、五日間集中してやっておりまして、昨年ですとドローンで五日間で一斉に防除を

行っているんですけども、薬剤の散布面積が大体潟上市内で2,000ヘクタールくらいと。
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そのドローン１基当たりで１日にできるのが20ヘクタールくらいということですので、

５日間だと100ヘクタール、つまり20台くらいあれば理論上は集中的にできるんじゃな

いかと考えております。

それで、購入の助成というか市のほうで購入して貸し出したりとかってそういったこ

とについてなんですけども、市の方と、あと農業共済の方でそれぞれドローン購入の補

助金なんかも出しておりまして、それぞれ今20台くらいは補助実績がございます。補助

がなくても持っていらっしゃる方も多分いらっしゃいますし、あと、農協の方でも３台

ほど持っていると聞いておりますので、今のところその数自体は、そんなに慌てて買わ

なきゃいけないような状況ではないのかなと思っておりますが、今後、ドローンが不足

するとかそういう事態になれば、そういったことも考えていかなきゃいけないなと思っ

ております。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 今のところ無人ヘリコプターも利用しながらいろいろやっています

が、年数がくれば、やっぱり修理がきかない、部品が無いということで、それは大体わ

かると思うんですけれども、計画的にドローンを購入して、私は市でも思い切って何台

か買って貸し出しの制度も私は作った方がいいと思うんですけれども、そこら辺はその

ようになりますか。どうでしょうか。貸し出しの制度も私は必要じゃないかなと思うん

ですが、どうでしょう。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

現状は、市の方のスタンスとしましては、オペレーターの育成に対する助成だとか、

資格取得に対する育成ですとか、あと購入、民間の方が買われるものに対する助成とい

うスタンスでここまではやってきております。

ですが、先ほども少し申し上げましたけども、今後、ドローンが足りないとかそうい

う状況が起きることも想定はされますので、その場合には、そういったところも考えて

いかなきゃいけないなと考えております。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 今後考えていくということですね。

それから、薬剤散布への補助ということで勝浦市の例を取りましたけれども、状況は

違うと思うんですけれども、本市でも薬剤に対する、散布に対する補助はやっておりま
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すけれども、だんだんやっぱり物も高くなって、薬も高くなっていくということがある

と思うんですが、高くなっているとすれば、私はもう少し補助も高くやっていくべきだ

と思います。農家の負担を軽くするためにも。そのことについてはどのように考えます

か。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

急激に大幅に薬剤が上がって農家の方の負担が増えるとか、こういったことは我々と

しても好ましいことだと思っておりませんので、いずれそういう状況が起きれば考えて

いく必要はあろうかと思いますが、まずは前年比どれぐらい薬剤の価格が上がっている

とか、そういったところもしっかり分析をして、その上で対応を必要に応じて考えてい

きたいと思っております。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 薬剤の状況は今どうなっているのかという調査しながら考えていく。

考えていくというよりも、高くなれば、私、補助しますという回答がほしいんですけれ

ども、どうでしょう。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてですけれども、今この場で

ちょっと、現状がまだ、薬剤の状況ですとかそういったものがわからない状況ですので、

この場ではちょっと即答はできませんけれども、いずれ必要性があるということであれ

ば検討はしていきたいと思っていますのでご理解いただきたいと思います。

○議長（小林悟） ８番藤原典男議員。

○８番（藤原典男） 必要性があればという回答でした。

ケアマネジャーのこと、それから航空防除のことについて質問しましたけれども、市

民がやっぱり安心して暮らせるように、是非市当局も市長も頑張っていただきたいとい

うことで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（小林悟） これをもって８番藤原典男議員の質問を終わります。

昼食のため、暫時休憩したいと思います。再開は１時半となります。よろしくお願い

します。

午前１１時４６分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………
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午後 １時３０分 再開

○議長（小林悟） 休憩前に戻り、会議を開きます。

10番鈴木司議員の発言を許します。10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） 皆さん、お疲れさまです。また、傍聴の皆さんにも、大変お疲れさ

まです。

このたび、このような機会をいただきましたことに対して、議員各位並びに市当局に

対して特段の感謝を申し上げます。

それでは、私の方から一般質問の通告書に従いまして質問いたします。

１点目が、石川理紀之助翁を宣揚する機会の創出について、二つ目が、保育体制強化

への取組状況について、三つ目が、追分地区に新しいコミュニティセンターをという３

点であります。

それでは、１点目であります。

郷土文化保存伝習館には、農村の救済と農業振興にその生涯を捧げ、明治の聖農と称

された郷土の先覚者石川理紀之助翁の遺著・遺稿・収集物等を中心に、郷土の歴史や民

俗、産業等の理解に役立つ数々の諸資料が保存・展示されています。

令和５年11月、本市で開催された秋田県種苗交換会においては、昭和ブルーメッセの

一角に理紀之助翁を崇敬する多くの方の善意で祈念像が建立されました。

郷土の偉人である理紀之助翁を誇り高く宣揚していくことは、潟上市の活性化に大き

く寄与するものであります。また、その生き方に学ぶことは、次代に継承したい心のよ

りどころともいうべきものです。

潟上市においては、理紀之助翁を宣揚し、資料の収集・整理に努めること、かつ市民

にはあらゆる機会を通じてこれらの資料・書籍に触れて、世代を超えて、市内外に翁に

関する情報発信をしていくことが、地域創生への地歩を固めるものと考えます。郷土の

偉人石川理紀之助翁を称え、かつ宣揚することに対し、市長及び教育長から所見を伺い

ます。

一つに、石川理紀之助翁の宣揚と地域活性化について。

二つ目が、学校教育の中での石川理紀之助翁の宣揚について。

２点目が、保育体制強化への取組状況についてであります。

令和７年３月に策定された「潟上市立保育所・認定こども園の再編に関する基本方

針」では、今後の児童等の推移及び保育需要の地域偏在を踏まえ、施設再編の具体的方



- 70 - 令和７年第２回定例会

針についてまとめています。

主な方針としては、市立園は各中学区１園に再編し、学区内の教育・保育施設におけ

る拠点施設として機能の充実を図るとし、再編の効果としては待機児童の解消、延長保

育等の多様なサービスの提供、保育士不足の解消、施設管理費の抑制などを挙げていま

す。

昭和こども園、天王こども園が開所し、市立５園体制となっている今日にあっても、

保育士不足がネックとなっていること、また、こうした施設の充足度においてもギャッ

プがあり、受け入れできていない状況が続いています。いつまで待機が続くんだろう、

という子育て世代の女性の嘆きと不安を払拭することが、子育てに優しいまちづくりへ

とつながっていくものと思います。これらのことから、保育士や保育事業者等への巡回

支援や、保育体制強化への取組状況とその効果・実績について、どのように捉えている

ものなのか見解を伺います。

一つ、保育士が安心して継続的に就労できる環境の整備と保育体制強化の取組とその

効果・実績について。

二つ目が、保育士確保のための支援についてのこれまでの取組と今後の在り方につい

て。

三つ目であります。追分地区に新しいコミュニティセンターを。

追分地区は九つの自治会からなり、県内稀有の人口増の地域として隆々発展してきま

した。

追分出張所が設置されている市民センター追分館は、これまで芸術文化やスポーツな

ど老若男女の交流拠点としての役目を果たしてきました。追分館ではスポーツに汗する

光景や地域の交流の場としてのサロン、軽体操などにも利用されていますが、建設から

40年近く経て、老朽化も目立ってきました。施設の老朽化から、修理・修繕や機能の廃

止も含めて検討していく必要がある、文化、軽運動の場としての機能を果たすためにも

必要な対応をしてほしい。そんな声とともに雨漏りもするなど、利用を控える団体もい

ます。

こうした中、追分地区は、人口も増加しており、活力もある。もっと利便性のある立

地条件のいい場所に、市の象徴となるような建物を建設してはどうか。といった声もあ

ります。今年度は潟上市において総合発展計画の見直し年になっています。広く意見を

乞い、将来において一大コミュニティセンターの建物に取り組んでほしいと強く願って
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います。

一つ、追分地区への一大コミュニティセンター建設についての見解は。

以上３点であります。よろしくお願いします。

○議長（小林悟） 当局より答弁を求めます。吉原教育長。

○教育長（吉原慎一） 10番鈴木司議員の一般質問の一つ目「石川理紀之助翁を宣揚する

機会の創出について」お答えいたします。

ご質問の１点目の「石川理紀之助翁の宣揚と地域活性化について」お答えいたします。

石川理紀之助翁は、明治初期の農業指導者として全国に知られており、生涯を農業振

興と農村救済に捧げた郷土の偉人です。

潟上市郷土文化保存伝習館は、石川翁の膨大な数の資料を保存・展示し、様々な業績

を紹介しております。それらに触れることで現代にも通じる教えを再発見することもで

きます。

伝習館の来館者は年間1,000人を超えており、市内はもちろん、秋田市や能代市、羽

後町などから小学生が来館しております。

また、毎年行われる種苗交換会に石川翁のブースを設置し、広く周知しております。

これら石川翁が本県において残された歴史的、文化的遺産は、潟上市にしか存在しな

いもので、潟上市民のみがその恩恵にあずかれるものです。このような知名度を生かし

て「潟上市と言えば石川理紀之助」と人々の口の端にのぼるほど石川翁が認知されるよ

うになることが地域の活性化につながるものと考えており、今後とも宣揚に努めてまい

ります。

次に、ご質問の２点目の「学校教育の中での石川理紀之助翁の宣揚について」お答え

いたします。

石川翁については、市内の全ての小学校３年生に配布されている社会科副読本「わた

したちの潟上市」に掲載され、適宜授業で取り扱われているほか、大豊小学校５年生は

総合的な学習の時間において、石川翁ゆかりの草木谷で米作りの体験学習をしておりま

す。

また、各校では、石川翁に関する書籍を図書室に備えているほか、校内へりきのすけ

カルタや紹介コーナーを常設するなど、児童・生徒が日常から石川翁の偉業や生き方に

触れられるよう、環境を整えております。

さらに、市内中学校の代表が毎年、宮崎県都城市との交流事業に参加し、その成果を
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各校で発表しております。

今後も、児童・生徒が石川翁に関する学びを通して、郷土や地域社会の一員としての

自覚を持ち、ふるさと潟上に主体的に関わろうとする態度の育成を図ってまいります。

私からは以上であります。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） 10番鈴木司議員の一般質問の二つ目「保

育体制強化への取組状況について」お答えいたします。

ご質問の１点目の「保育士が安心して継続的に就労できる環境の整備と保育体制強化

の取組とその効果・実績について」と、ご質問の２点目の「保育士確保のための支援に

ついてこれまでの取組と今後のありかたについて」は、関連がありますので、併せてお

答えいたします。

国の３歳以上の子どもに対する保育士配置基準の見直しにより、保育士一人当たりの

保育児童数が引き下げられたことから、施設では、見直し前と同数の園児を受け入れる

ためには、これまで以上に多くの保育士を確保しなければならず、本市公立園の園児受

入れ枠の縮小の一因となっております。必要な保育士数を確保していくためには、業務

の効率化や柔軟な働き方の推奨などの環境整備が不可欠であると認識しております。

現在、公立園においては、登降園管理、教育保育計画やおたよりの作成、保護者との

連絡を簡単な操作で発信することのできるＩＣＴツールを導入しているほか、給食に係

る献立作成や食材の調達、食育活動への支援、衛生管理などの給食調理等業務全般を専

門性の高い民間事業者に委託し、園運営に対して民間事業者の知識や技術を活用した支

援と業務負担の軽減・効率化を図っております。

保育体制強化の取組については、市教育委員会から幼児教育の専門的な知識や経験を

持つ幼保小架け橋コーディネーターが、公立園や市内民間保育事業所を訪問し、教育内

容や指導方法、環境改善などについての助言や指導を通じて、教育・保育の質の向上や

幼保小接続を円滑にするための支援を行い、保育士の業務不安の軽減と市内全体の支援

体制の強化を図っております。

また、短時間保育士や担任を持たないフリー保育士を配置し、クラス担任が日中事務

作業に取りかかれるようするなど、保育士が柔軟に勤務できる体制づくりに努めており

ます。

保育士確保のための支援については、公立園では勤務状況が優秀であると園長が評価
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した保育補助に対し、保育士資格の取得を働きかけ、資格取得のために勤務時間を配慮

するなどし、これまで複数の職員が資格を取得し、貴重な保育人材として活躍していた

だいております。

このような取組については、一定の効果があったものと捉えており、引き続き保育現

場と連携し、課題の共通認識を図った上で、保育士が安心して働き続けられる環境をつ

くるとともに、保育体制を強化するための調査・研究をしてまいります。

以上でございます。

○議長（小林悟） 伊藤教育部長。

○教育部長（伊藤強） 10番鈴木司議員の一般質問の三つ目「追分地区に新しいコミュニ

ティセンターをについて」お答えいたします。

市民センター追分館（旧勤労青少年ホーム）は昭和61年に整備され、地元に愛され多

くの方に利用されている施設となっております。当施設は、鈴木議員のご指摘のとおり

約40年が経過し、施設・設備の老朽化により修繕箇所も増えております。

人口の社会増が続いている追分地区については、公共施設全体をふかんした整備計画

が必要と考えており、市民センター追分館については、計画的な保全、補修を行いなが

ら適正に管理してまいります。

以上でございます。

○議長（小林悟） 10番鈴木司議員、再質問ありますか。10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） どうもありがとうございました。

答弁の中にもありましたように、理紀之助翁は、まさに潟上市のいわゆる宝であると

いう認識を私持っているわけでして、そういう意味では、長らくやっぱりその地域活性

化の一助として位置付けられればいいな、市民がそういう心持ちを持って進めれればい

いなと思っているところなんですね。

そんな中で、伝習館のお話がありましたが、この伝習館については年間1,000人ほど

が訪れるということで、そういう点では1,000人が多いのかどうか、どの辺の推移まで

どういうふうになっているのかどうか、その辺がちょっと定かでないんで、そこを

ちょっと説明いただけますか。

○議長（小林悟） 吉原教育長。

○教育長（吉原慎一） ただいまのご質問にお答えいたします。

経年の推移ということでありますが、手元にちょっと資料がございませんが、令和６
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年度に関しましては16校の小学校から訪問をしております。井川町、男鹿市、五城目町、

能代市、秋田市、羽後町、八郎潟町、そして本市においては天王小学校、それから大豊

小学校、出戸小学校等の訪問がございます。

以上であります。

○議長（小林悟） 10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） それこそ例年ですね、こうした伝習館を訪れるという学校なり、あ

るいは人数が増えていくような、そういうものの考え方、進め方、伝習館の有り様とい

うものを位置付けていただければと思います。

それで、私は先ほど来お話しますように、やはり理紀之助翁を宣揚しながら、ふるさ

との活性化というところに位置付けたときに、ふと思ったのは、やっぱりいろんな市内

外に発信していく、どういう発信の仕方をしているのか、その辺のところをちょっとお

聞きしたいなと思っているわけです。一端としては、ふるさと納税が２億8,000万とい

うふうなことになってだんだん伸びていっているということがあったり、あるいは市外

の方に行きますとふるさと便であったり、そしてまた、それこそ先ほど来お話あります

ように、潟上市との交流事業があったり、いろんな幅広くやってはいるんですけれども、

その辺のところで、ふるさと納税関係の事業の中ではどういう位置付けがされているの

か、今回の補正予算にもありましたように、ふるさと納税の関係、あるいはそれこそふ

るさと便なんかも含めて、その現状なりというものをお知らせいただければありがたい

なと思います。

○議長（小林悟） 古畑産業振興部長。

○産業振興部長（古畑範行） ただいまのご質問についてお答えいたします。

石川理紀之助翁関係の返礼品につきましては、一つだけございまして、草木谷で栽培

した酒米を活用したお酒というのがラインナップとしてはございます。

常時、返礼品の新規開拓ですとかブラッシュアップ、こういうのはしておりますので、

こういった理紀之助翁のご功績をたたえるような関連した商品についても検討していき

たいと思っております。

また、発信の方ですけれども、例えば返礼品を発送するに当たって使用する段ボール

ですとか、そういったものにデザインを加えるとか、そういったこともあわせて検討し

ていきたいと考えております。

○議長（小林悟） 10番鈴木司議員。
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○１０番（鈴木司） 草木谷のところのお酒が一つのラインナップになっているというお

話でした。

まだまだいろんな人の知恵を借りますと、もう少し広く宣揚できるような、そんな感

じもします。先ほど来、ちょっとお話もありましたように、一つには定住・移住の関係

でいきますと、その辺をどう扱っていくのか、そんなところも含めて、いろんな方々か

らの知恵というものを参酌しながら、広く潟上市をＰＲする、活力ある地域づくりの一

助にしたいと、していただきたいということを考えています。

それから、学校教育の中でもふるさと教育について触れていました。子どもたちが

やっぱり理紀之助翁に対して、どんな思いを持ちながら生きていくのか、そんなところ

を踏まえたときに、いろんな書籍が出ています。その書籍の中でも、簡易に手に入るも

のを子どもたちに渡しながら、理紀之助翁に関わっていくという、そういう姿勢を学校

教育の中に位置付けてほしいと、そういうふうに思うわけでして、ふるさと教育という

ものの中で潟上市のその中では、どういうふうにふるさと教育というものを位置付けて

いるのか。理紀之助翁とつながっていくのかという、このことを今一度ですね、教育長

の方から説明をいただければと思います。

○議長（小林悟） 吉原教育長。

○教育長（吉原慎一） ただいまのご質問にお答えいたします。

前半の方にありました書籍に関しましては、各学校に「板木のひびき」という書籍が

数冊ずつ配布されておりますし、また、図書館には「ゆめのあと」という非常に読みや

すい、また、感銘深い本もございます。それらの本が図書室等で子どもたちが手に取っ

て日常的に偉人の業績に触れられると、こういう状態であります。

ふるさと教育の中でどのように位置付けられているかというご質問でございましたが、

答弁の中でも触れさせていただきましたが、我々潟上に生きる者として、偉人理紀之助

翁を輩出していると、あるいは理紀之助を有しているということについて、本当に子ど

もたちが誇りに思いながら、そしてまた、石川翁の生き方に学び、自分も地域のため、

人のために働いていきたい、貢献していきたいと、そういう夢を持てるようなそういう

位置付けで各学校ではふるさと教育の中に理紀之助を位置付けて教えております。

また、その理紀之助の生き方というのは、非常に子どもたちのモデルになるべきもの

でもあると考えておりますし、子どもたちの生き方のバックボーンにしてもらえればあ

りがたいなと、こういうふうに思っているところであります。
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以上であります。

○議長（小林悟） 10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） ふるさと教育というのは、長らくそれこそ国の教育の方針の第一義

にあったりしながらやっているわけですけども、いろんな意味で教育もいろんな変遷が

あって、ゆとり教育であったり、あるいはふるさと教育であったり、いろんなことがあ

るわけですけども、ここのところはやっぱり長らく変わっていかない大きな柱だろうと

思っていますので、その点においては潟上市としても、やっぱり地域偏在を感じないよ

うな、そういう落としどころというものを、やっぱりもう一手二手進めていただければ

大変ありがたいと思います。それでまず１点目は終わります。

２点目ですが、保育士の確保についてということであります。

私今回この質問をするに当たってなぜということを思ったときに、地域の中に、ここ

の文章にも書いたんですが、私いつまで一時待機やらなきゃいけないのかなと、忙しい

時に何ともかんともならないような状態が日常的に起きてくるという、一時預かりとい

うものをやっているんだけども、どうしてもかち合ったりして困ってしまうんだなとい

うことなわけです。潟上市においては、それこそ９年４月から民間委託等々も進んでい

くということですが、それまでの間の体制の在り方というものは、どういうふうにして

保育士を確保し、どういうふうな環境の中に子ども方を置くのか、この辺の基本的な考

え方をひとつ部長の方から聞きます。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

保育士の確保につきましては、月々広報で保育士の募集を続けております。現状は、

なかなか応募をされる方が少ないのですが、引き続きその募集は続けていくとともに、

民間施設の方にもお願いしまして、クラス編成等の工夫をお願いし、利用定員に空きが

ないようにということでご協力をお願いする予定となっております。

それで、最近の傾向ですけれども、例えば発達のちょっと問題で支援を要するお子様

の入園が増えまして、それに対する加配も必要ということで保育士の枠が取られてしま

うという状況が多くなっている傾向にあるので、来年度は待機が出ないように、早いう

ちからそのような児童の数や、あと、入園予定しているお子さんの人数を早急に把握し

て、まず対応していきたいと考えております。

以上でございます。
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○議長（小林悟） 10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） 潟上市における公共のいわゆる認定こども園とかは、当然キャパが

大きくて、それに入る児童というものが保育士の関係で狭まっていってるという、こう

いうギャップが出ているこの状況というのは、やっぱり、これはまだ仕方ないところも

あるんですけれども、いずれにしてもですね、待機が５人と私以前、担当課の方に伺っ

たことがあるんですね。やっぱりそのあたり辺のところ、一人、二人、あるいは３人、

５人というところが、やっぱりある程度不利益を被っているという状態は、やっぱり改

善していくと、早急に改善していかなきゃ駄目だという思いがあるわけです。ですから、

保育士確保のための最大限の努力というものを、やっぱり足を使って、あるいはいろん

なＳＮＳなんかも使いながらですね、確保していくという、待遇・処遇というものを広

く改善しながら募集をかけ、そこに一時預かり、待機、困った方々がいないような態勢、

仕組みというものを構築していただきたいと思っています。これに対して部長、もう一

回お願いします。

○議長（小林悟） 伊藤福祉保健部長。

○福祉保健部長兼福祉事務所長（伊藤佐和子） ただいまのご質問にお答えいたします。

保育の受け皿としまして公立の施設だけで確保するというのには限界があるので、こ

れまで民間事業者の参入というのを進めて拡充を図ってまいりました。直近では民間の

保育所、ニチイキッズ出戸保育園ですが、定員50名で開所を４月１日に昨年しておりま

す。来年になりますが、プレステージインターナショナルの事業所内に事業所内保育施

設が開設予定となっておりますので、そちらの方でも受け皿ができるという予定となっ

ております。

あと、保育士確保についての対策につきましては、先ほど答弁のあったとおりでござ

います。

以上でございます。

○議長（小林悟） 10番鈴木司議員。

○１０番（鈴木司） 民間委託の部分が先ほど私、９年４月からというところで捉えてい

たんですが、プレステージの部分がそれこそ来年からまた確保できるという、こういう

展開も見えているようですので、その点でも期待をしていきたいと思います。ありがと

うございます。

それから三つ目なんですが、追分地区の新しいコミュニティセンターの設置について、
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部長の答弁では、公共施設全般を俯瞰しながら取り扱い方というものを鋭意検討してい

くんだという、そういう答弁だったと思います。

いずれにして、やっぱり総合発展計画の策定年でもあるし、ここ一番が一つ大事なと

ころでもあるなと思うことが一つ、それから、私かねてから潟上市において地域偏在と

いうか、追分地域を中心とした新興住宅、あるいは港湾地域、あるいは天王地域の過疎

的な地域、そんなところが行政課題の一つとして難しい問題だなと捉えていたんですが、

考え方として、取りあえず追分地区に関しては人口がどんどんどんどん増え、新しい住

宅が建っていくという、こういう状況というのを常にやっぱり誇りとして捉えて発信し、

なおかつまちづくりに生かしていくという、そういう姿勢が大事だと思っていますし、

そういう点で計画の中に是非ともそういう明るい展望というものを取り入れていただけ

ればありがたいと思います。要望として終わります。

以上で一般質問を終わります。

○議長（小林悟） これをもって10番鈴木司議員の質問を終わります。

暫時休憩したいと思います。２時15分まで休憩したいと思います。

午後 ２時０４分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ２時１５分 再開

○議長（小林悟） 休憩前に戻り、会議を開きます。

16番伊勢潤議員の発言を許します。16番伊勢潤議員。

○１６番（伊勢潤） お疲れさまです。16番伊勢潤でございます。本定例会の場において

一般質問の機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。

私からは、大きく４項目５点について、通告書に従い質問いたします。

まずはじめに、県道104号線の安全確保、整備について伺います。

今年４月から、東湖小学校と天王小学校統合により、東湖地区児童の天王小学校への

通学が始まりました。天王小学校では通学路案内略地図を作成し、交通量が多く危険な

県道104号線の利用を避け、市道持長根線を通学に利用するよう児童への指導、そして

保護者への協力を呼びかけ、安全な登下校が行えるよう工夫されています。

昨年12月定例会において、東湖小学校閉校に伴う児童の通学路の安全確保について、

通学路としての県道104号線の整備について質問をした際に、東湖地区児童保護者に

行ったアンケートの結果では、ほとんどの児童がＪＲやマイタウンバス、自家用車での
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送迎を考えていると答弁があり、実際も送迎している保護者が多いと聞いております。

しかし、当該地区の保護者に行ったヒアリングでは、登下校は自家用車で送迎している

が、仕事の都合や時間割とタイミングが合わず、やむを得ず徒歩で下校させることもあ

ると聞きました。実際、雨が多かったこの春には、下校時間帯に傘を差し、視界が悪い

状況で県道104号線を東湖方面へ歩いて下校している児童も見かけられており、地域住

民からも不安や心配の声が聞かれております。やはり、安全教育の徹底も必要ではあり

ますが、距離的に近い県道104号線の安全確保、整備が必要と感じました。

そこで改めて伺いますが、本市の幹線道路であり、児童・生徒も利用する地域の生活

道路県道104号線について、県へ毎年、拡幅及び歩道設置の要望をし、外側線の設置や

グリーンベルトの延伸について協議を進めていると答弁をいただいておりましたが、そ

の進捗状況についてお聞かせください。

また、地域の公共交通リ・デザイン実現の観点から、天王小学校学区のスクールバス

導入と大豊小学校学区のスクールバスも含めたスクールバスの活用による交通空白解消

の実現に向けた取組について伺います。

国は、地方公共交通が人口減少等を背景として厳しい状況にあること、居住地域に対

する移動手段の不安を抱える住民が多く、日常生活における移動の問題が深刻化してい

ることを考慮して、昨年５月、交通のリ・デザインと社会的課題の解決に向け一体的な

検討が必要とし、多様な関係者の連携・協働の推進に向けた環境整備のための方策につ

いて取りまとめました。

この中で交通空白地域への取組の方向性を示し、地域交通が地域の基盤的・公共的

サービスであることに鑑み、地方公共団体等の公的主体が、財政面も含めて従来よりも

積極的に関与していくことが必要であるとしています。本市では、令和４年に地域公共

交通計画を策定し、将来にわたり安心で快適に利用できる公共交通を確保するとしてい

ます。

マイタウンバスにおいては、路線の変更やダイヤ改正時の時刻表を見直し、広報に努

めることで、一部では人口減少もあって低調に推移している路線があるものの、全体の

輸送人員は増加傾向にあり、取組の成果が出ている状況です。

また、交通空白地域についても令和３年度時点では４か所でしたが、山田地区にデマ

ンド型乗合タクシーの利用を推進したことで、現在は児玉地区、金山地区、佐渡・八丁

目地区に減少しています。しかし、依然、交通空白地域の解消には至っておらず、高齢
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化が進む地域の移動への不安解消はできていないのが現状であり、本市でも交通分野だ

けではなく他分野との協働、連携が必要な状況ではないでしょうか。

昨年10月に、国から県に対し、児童・生徒等及び地域住民の移動手段の確保に向けた

スクールバスと地域交通の効果的な活用について、支援制度も含め市区町村へ周知し、

スクールバスへの地域住民の利用、車両の空き時間活用について推進するよう通知され

ており、移動手段の確保、地域住民と児童・生徒等のふれあいの機会の確保等の観点か

ら有効とされ、その取扱いについて明確化されました。

また、横手市では令和２年からスクールバス車両を活用した自家用有償旅客運送「柏

木・大森病院線」の試験運行を実施、令和３年４月から本格運行されています。

そこで、本市でも交通空白地域の解消にスクールバスを活用できないかと考えるもの

ですが、高齢化が進む地域の実情や交通空白地域の解消も考慮した天王小学校学区のス

クールバス導入と、大豊小学校学区スクールバスも含めた地域住民の移動の手段として

の活用の可能性について伺います。

次に、2050年ゼロカーボンシティ表明について伺います。

国は今年２月、地球温暖化対策計画を閣議決定し、2050年ネット・ゼロの実現に向

けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度において、温室効

果ガスを2013年度からそれぞれ60パーセント、73パーセント削減することを目指すと

しており、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させ、排出削減と経済成

長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進するとしました。

ＧＸを実現するため機運が高まる中、全国でも2050年二酸化炭素排出実質ゼロ、ゼ

ロカーボンシティを表明した地方公共団体は、令和２年10月の166自治体から今年３月

31日時点で1,161自治体に増加しており、秋田県でも25市町村中11市町村が表明してい

ます。昨年12月の地球温暖化対策に関する一般質問では、県計画と整合を図った潟上市

環境基本計画を推進し、脱炭素社会の実現に向け取り組んでいくと答弁がありました。

これをもう一歩前に進めるために、また、ＧＸの実現を見越して、本市もゼロカーボン

シティ表明を行うべきと考えますが、市長のご所見をお聞かせください。

また、ＧＸ実現の観点から、本市における脱炭素に向けた水素サプライチェーンの導

入について伺います。

環境省では、地域連携・低炭素水素技術実証事業や既存のインフラを活用した水素供

給低コスト化に向けたモデル構築・実証事業等、これまでに全国の自治体の実証フィー
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ルドで先行的な事業を実施しています。これは先行企業が事業主体となり、水素モデル

の実現でＧＸを推進するものであり、今後は自立普及のフェーズに移行していくために

関連企業の誘致、事業のリード等、多種多様な検討段階にある地方公共団体を上位計画

の位置付けから設備導入まで支援するとしています。

昨年12月の同僚議員の一般質問に対しての答弁でもありましたように、現時点で男鹿

市、潟上市及び秋田市沖の洋上風力で発電した電力を地元が優先的に使用できる状況に

はなっていないため、グリーン水素の生成は困難な状況であります。しかし、水素に係

る方針を示すことで事業主体となる企業の誘致、積極的な巻き込みにつながるものでは

ないでしょうか。

そこで伺いますが、本市の最上位計画となる第３次潟上市総合計画を策定していく中

で、脱炭素な地域水素サプライチェーンの構築に向けた計画の策定と、水素事業導入の

方向性について当局のご所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（小林悟） 当局より答弁を求めます。佐々木建設部長。

○建設部長（佐々木渉） 16番伊勢潤議員の一般質問の一つ目「県道104号線の安全確保、

整備について」お答えいたします。

県道104号男鹿昭和飯田川線は、地域の暮らしを支える生活道路としての機能のほか、

男鹿市と本市を結び、天王、昭和、飯田川地区をつなぐ役割を担う重要な幹線道路であ

ると認識しております。

ご質問の区間は、歩道が整備されておらず、路肩がきょうあいなため、歩行者には危

険な状況となっております。

本市では、令和４年度から道路整備の必要性を県に要望してまいりましたが、現在の

状況を県に確認したところ、危険な状況を把握しているものの、予算の制約により、対

策が必要な箇所の中から優先順位が高い順に整備していかざるを得ず、本市の要望箇所

については、いまだ事業化には至っていないとのことでした。

本市といたしましては、歩行者の安全・安心の確保や道路の交通安全の向上を図るた

め、引き続き県に対し、道路整備の早期事業化を要望してまいります。

○議長（小林悟） 伊藤教育部長。

○教育部長（伊藤強） 16番伊勢潤議員の一般質問の二つ目「地域の公共交通リ・デザイ

ンと社会的課題の解決に向けたスクールバスの活用、導入について」お答えいたします。
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はじめに、私からスクールバスの活用、導入についてお答えいたします。

本市では、遠距離通学が必要で、かつ公共交通機関での通学が困難である児童の通学

における安全・安心を確保するため、大豊小学校で２台のスクールバスの運行を行って

おります。

天王小学校については、東湖小学校との統合時に統合準備委員会での協議、アンケー

ト調査の結果等を踏まえ、既存の公共交通機関を利用することとし、スクールバスを導

入しておりません。

大豊小学校のスクールバスは朝・夕の登下校のほか、日中は市内小・中学校の校外学

習などで有効利用を図り、市バス等も併用しながら児童・生徒の輸送を行っております。

また、大豊小学校のスクールバスは、車両と運転手の手配も含めた運行業務委託であ

り、地域住民の移動手段に使用する場合は、料金徴収のための設備の整備など課題も多

いことから、現状では活用の予定はありません。

私からは以上でございます。

○議長（小林悟） 菅生市民生活部長。

○市民生活部長（菅生司） 本市では、潟上市地域公共交通計画を策定し、安心・快適な

住みよいまちの公共交通を目指して、これまでマイタウンバスの路線再編やデマンド型

乗合タクシーの運行エリア拡大など、地域住民の利便性向上と移動手段の確保に向けた

取組を進めております。

交通空白地域解消に向けた取組としては、今年２月に国土交通省「交通空白」解消本

部の「交通空白」解消・官民連携プラットフォームに入会しており、今後、民間企業か

らの課題解決に向けた提案を受けるなど、交通空白地域の解消を目指してまいります。

また、今年４月からデマンド型乗合タクシーの運行エリアを交通空白地域である山田

地区まで拡大しております。

引き続き、国・県の各種支援策や様々な導入事例等を参考にしながら、本市に適した

持続可能な地域公共交通の維持・確保に努めてまいります。

16番伊勢潤議員の一般質問の三つ目「2050年ゼロカーボンシティ表明について」お

答えいたします。

環境省では2050年における二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指すと表

明した地方自治体をゼロカーボンシティと定義しており、県内では秋田県及び県内11の

自治体が表明しております。
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二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするためには、人の活動等を発生源とする排出量と、

森林等の吸収源による除去量の均衡を図る必要があります。

本市では、ゼロカーボンシティ宣言はしておりませんが、第２次潟上市環境基本計画

において、気候変動に適応したまち（脱炭素社会）を目指すことを取組の柱に設定し、

ＬＥＤ照明など省エネ性能が高い家電製品の使用、電動車導入、グリーンカーテン設置

などの取組により、カーボンニュートラル実現を目指すことを示しております。

今後も潟上市環境基本計画による市の取組を推進するとともに、市民・事業者への行

動方針の周知に努め、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。

16番伊勢潤議員の一般質問の四つ目「脱炭素に向けた水素サプライチェーンの導入に

ついて」お答えいたします。

水素は、電力や化石燃料を直接使用することに比べ、温室効果ガスの削減において大

きな効果が期待でき、脱炭素社会の実現に向けた重要なエネルギー源であると捉えてお

ります。

また、水素サプライチェーンとは、水素の製造、貯蔵、輸送、利用を行う一連の流れ

のことを指し、これが発展していくことで化石燃料依存の産業分野における脱炭素化が

促進される仕組みであります。

温室効果ガスの削減と地域経済の活性化が期待できる仕組みではありますが、製造に

係るコストの低減、安定供給網の確立などの課題があることから、水素サプライチェー

ンの構築に向けた計画の策定及び水素事業の導入につきましては、国内の先行事例を参

考に、本市における実現性について調査・研究してまいります。

○議長（小林悟） 16番伊勢潤議員、再質問ありますか。16番伊勢潤議員。

○１６番（伊勢潤） まずはじめに、県道104号線安全確保整備についての件で再質問し

ます。

県に確認していただいたということで、今後もまず危険な道路ということを認識した

上で、県の優先順位もありますし、財源のこともありますが、この後も要望を続けて

いってくれるという答弁だったと思います。

県でも示しているとおり、コンパクトプラスネットワークの視点で考えたとき、天王

小学校学区は旧市町村役場周辺に当たり、県の示すその道路整備事業の方針、みんなが

生活しやすいまちを支える道、安全で快適な暮らしを支える道と捉えて矛盾しないと思

います。もちろんそういった観点から毎年要望していただいていると思うんですけれど
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も、今年５月に県道104号線ではありませんが、同じ道路幅の市道持長根線、天王中学

校から東湖地区までの区間で、天王中学校生徒と車との接触事故の被害があったと聞い

ています。市道持長根線であっても県道104号線であっても、あの幅員では、とても安

全と言えるような状況ではないと思いますので、この後も前向きに検討していただける

よう要望していってほしいと思います。すいません、これは再質問ではありませんでし

た。

次に移ります。

地域公共交通機関のリ・デザインと社会的課題の解決に向けたスクールバスの活用、

導入については、再質問はありません。

スクールバスの活用は、現段階で難しいということと、天王小学校にスクールバスを

導入しないというのは、前の委員会で決定事項であったということ、東湖小学校だけで

はなく、天王小学校学区では、さらにそこよりも遠いところがあるという認識で、ス

クールバスを導入せずともＪＲやマイタウンバスで通学できていることを知っています。

この後も引き続き、そのＪＲやマイタウンバスの活用をしてほしいのと、保護者もまだ

慣れるまで時間がかかると思いますが、送迎だけではなく、そういった公共機関を利用

して登下校させてほしいなと私も思っております。

ただし、その交通空白地域に対しての活用はできないものの、ほかの交通資源を活用

して交通空白の解消には努めてほしいと思います。これは要望して終わりたいと思いま

す。

2050年ゼロカーボンシティ表明について再質問させていただきます。

今の時点で表明はしないという答弁だったと思いますけれども、もちろんこれは表明

するだけではなくて、いろいろな計画も必要で、準備も必要ですし、事務作業が発生す

るものでもあります。ただ、脱炭素の取組について、化石エネルギーからクリーンエネ

ルギーへの転換が必要不可欠なわけですが、地方自治体だけでできるものでもなくて、

官民連携で推進していくものですし、そのために先行企業の誘致が重要だと考えたとき

に、本市ではこれまで攻めの姿勢で企業誘致を成し遂げてきた鈴木市長から見ても、実

際このゼロカーボンシティ表明について、その後ろの質問でもありました水素サプライ

チェーンの導入について、計画の策定があることでＰＲになる、本市の本気度が伝わっ

てくるかと思うんです。現時点では昭和工業団地は間もなくいっぱいになるというとこ

ろで、昨年12月の同僚議員の一般質問でもありましたけれども、地域の工業団地の増設
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について、この後、適地調査を行うという答弁があったかと思います。そういったとこ

ろで、こういう策定をすることで企業誘致の後押しになると思いますが、市長はどうい

うふうに思われますか。

○議長（小林悟） 鈴木市長。

○市長（鈴木雄大） 伊勢議員の再質問にお答えしたいと思います。

このゼロカーボンシティ宣言なり水素サプライチェーン、合わせた形でお話させてい

ただきます。それと企業誘致の話も含めてお話させていただきますと、本市においてこ

れまでも積極的に企業誘致進めてまいりました。本市にとって市政課題と、できる限り

メリット、効果の出るような企業誘致ということで進めてまいっております。これは当

然、県の昭和工業団地あっての結果だとも思っておりますので、現在、昭和工業団地の

方も造成、宅地の工業の面積等もだんだん少なくなってきている状況の中では、今後や

はり企業誘致を進めていく上では新規の造成というのも必要であろうということで、そ

ういった調査についても今後考えていきたいというお話をさせていただきました。

一方で、このゼロカーボンシティ宣言につきましては、先ほど部長からも答弁があり

ましたとおり、本市においては環境計画をしっかりと整備する中で、カーボンニュート

ラルを目指して進めているという状況があります。

それで、正直申しまして、この宣言することによるその効果というかメリットという

か、そういった部分については若干私自身としてはいぶかしい点も感じております。確

かに国は進めておりますけれども、こういったものが本当に2050年、そういった段階

でどういった状況になっているのか、そこら辺も踏まえていかなければ、現在ある計画

にさらに屋上屋を重ねていくような状況も懸念されておりますので、ここら辺は確かに

半数以上の全国の自治体が宣言しておりますけれども、やはり本市の行政面積の規模感

であるとか、そういったものを考慮し、森林保有面積とかも考慮しながら進めていかな

ければ、一方で現在、市内で事業をされている方々に不利益を被る可能性もあると、そ

こら辺は慎重に判断していく必要があるのではないかというのが私自身の所感でありま

す。

そうした中で、さらにその水素のサプライチェーンという話になりますと、当然のこ

とながら設備投資に多額の費用等も要しますし、今進めている企業誘致においても、企

業のニーズに全てそういったものが合致するのか、そういった課題等もあろうかと思い

ます。一番は、やはり水素サプライチェーンなりそれに即した工業団地を整備するため
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には、正直申し上げまして潟上市のこの小さな行政規模の中で工業団地を整備するには、

相当広い面積の工業団地を用意しなければ、恐らくそのＢ／Ｃと言いますか投資効果が

出るのは難しい状況にあるのではないかと思っております。そうした中においては、全

県的な取組であるとか、もう少し規模の広い中では、こういった取組というのを進める

べきではないかと私自身思っておりますので、基本的には現状、潟上市においては、そ

ういった方向性については今後も調査研究してまいりますけれども、実際今後策定する

計画の中にそれを盛り込むというのは、なかなか現時点では厳しいものがあるのではな

いかと思っておりますので、その点何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（小林悟） 16番伊勢潤議員。

○１６番（伊勢潤） 市長、ありがとうございました。

潟上市の面積を考えたときに、やはりその水素、再エネ事業が展開できるような工業

団地を実際に実現するというのは難しいような状況、それに向けて計画の中に、脱炭素

に向けたこの計画、ゼロカーボンシティ表明、あと水素サプライチェーン導入について

明記するというのは、なかなかちょっと二の足を踏むでもないですけど難しい状況だと

いうことがわかりました。

今そのＧＸ実現に向けて機運が高まっている中で、どうしてもそっちに引き寄せられ

ていくというか、それで潟上市が発展できるのではないかという期待を込めてこのよう

な質問をさせていただきました。実際、私程度でホームページを閲覧しただけでも、Ｇ

Ｘに関わる補助金事業、交付金事業、たくさんあります。その再エネ事業、エネ得やＧ

Ｘの補助金を活用したいと考えている事業者が、これまで一生懸命企業誘致を頑張って

こられた市長の後押しになるのではないかという期待を込めてこの質問をしました。た

だ、これをあきらめるわけではなくて、再エネ事業というのは広くこの後、もっと普及

していくものではないかなと。ゆくゆくは市民の目の前に水素が来る時代が来るんでは

ないかなと考えたときに、この後も調査研究を続けてほしいなと思います。

これで私の一般質問を終わります。

以上です。

○議長（小林悟） これをもって16番伊勢潤議員の質問を終わります。

本日の日程はこれで全部終了しました。よって、本日はこれで散会します。

なお、明日、６月13日金曜日、午前10時より本会議を再開しますので、ご参集をお

願いいたします。
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今日はどうもご苦労様でございました。

午後 ２時４９分 散会
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